
充電式の電化製品は、ごみ処理の過程で中に入っている充電式電池が発火してしまう危険があります。

https://shigenmap.city.kyoto.lg.jp/

南部クリーンセンター火災被害状況ごみ収集車火災被害状況



在宅医療器具 刃物類

スプレー缶、
カセットボンベ ライター

必ず中身を使い切ってから、穴をあけずに
以下の方法で排出
・月1回の小型金属類・スプレー缶の定期収集
・各エコまちステーション（週１回）、
各まち美化事務所での拠点回収、移動式拠点回収

交付された
薬局・医療機関等に返却

まち美化事務所等や
移動式拠点回収への持ち込み
（エコまちステーションでは回収していません）

危険物の混入で収集作業中や選別作業中にケガが発生！

使い切ったものは
水に浸して燃やすごみ
中身の残っている
ものは拠点回収
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